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ABSTRACT: 

National Ambient Air Quality Standard (NAAQS) on the air pollutants are closely related to the measurement 

technologies, more specifically the instruments used to detect the pollutants, as well as the social situation at 

the time of establishment.  In this article, the technical aspects of standards for the particulate pollutants and 

circumstances that affected the establishment of NAAQS are discussed. The difficulty to achieve the NAAQS 

for Photochemical Oxidants (roughly equivalent to ozone) in Japan is also referred briefly. 
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１．はじめに 

 大気中の汚染物質に対して定められている環境基

準 (人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維

持されることが望ましい基準) は、実際には測定技

術 (より端的には測定機器) と不可分の関係にあり、

また制定された時代の社会情勢 (諸外国の動向、世

論) などの周辺事情にも影響を受けている。なかに

は、より望ましい形が考えられるものの変更が難し

い基準、あるいは達成が事実上できなくなったもの

などがある。本稿では、粒子状物質と光化学オキシ

ダントに関して、環境基準にまつわる上記の問題を

紹介する。 

 

２．大気中の粒子状物質とサイズ 

2.1 空気動力学径と環境基準 

大気中に浮遊する粒子状の物質 (大気エアロゾル

と呼ばれる) に対して、わが国で環境基準値が定め

られているものとしては浮遊粒子状物質 

(Suspended Particulate Matter : SPM) と微小粒子状物

質 (Particulate Matter smaller than 2.5 micrometer in  

aerodynamic diameter : PM2.5) がある。SPM は空気動

力学径 (aerodynamic diameter : Da) が 10 μm 以下、

PM2.5は Daが 2.5 μm 以下の粒子を、また慣用的には

その質量濃度を示す用語である。空気動力学径とは、

重力沈降や慣性衝突といった空気中での粒子の運動

力学的な挙動を基に定義された粒径であり、幾何的

なサイズとは異なる (球形の水滴のみ一致する)。 

ただし、重力沈降式、サイクロン、インパクター

などの空気粒子の空気動力学的性質を利用した分級

器 (粒子をサイズによって分別) は、ある粒径でス

テップ関数のように完璧に粒子を分けることはでき

ず、実際には目的の Daより大きな粒子も多少は通過

させ、また目的より小さな粒子でも多少はトラップ

してしまう。そこで、米国の環境基準  (National 

Ambient Air Quality Standard : NAAQS) で定める

PM10 および PM2.5 では、50%の数の粒子が透過する

Da すなわち Dp(50) で分級器の性能を規定している。 

 

2.2 SPM は「PM7相当」なのか? 

SPM の定義は Da が 10 μm以下であるが、この「以

下」が微妙な部分で、100%分離が達成される粒径 

(限界粒子径) が 10 μm とされている。ただし、100%

分離を達成する Da で分級器の性能を規定しようと

すると、寝た形の S 字を描く分級特性の場合と、鋭

く立ち上がるステップ関数に近い分級特性を持つ場

合とでは異なった粒子質量濃度の測定結果となる。

そのため、分級特性をより明確に定めるためには

Dp(50) を達成する Da が何 μm であるかというデー

タが必要となる。なお、厳密には S 字カーブの傾き

すなわち分離のシャープさを示すデータも必要だが、

ここではその議論は省略する。 

2009 年、わが国でも米国に 12 年遅れて PM2.5の環

境基準が制定され、こちらは Dp(50) = 2.5 μm の分級

器を用いるとして米国とほぼ同じものとなった。そ

うすると、米国など多くの国で採用されている PM10

と国内の SPM のデータの比較の必要性から、SPM

はPMx相当としてはどの程度であるかという話題が

出るようになる。そして、いつの頃からか解説記事

などで SPM は「PM7相当」であるとの記述がみられ

るようになった。この話の根拠については筆者もか
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なり探してみたが、唯一それらしいものとしてはロ

－ボリューム・エアサンプラーの旧 JIS 規格である

Z8814:1994 内に重力沈降型分級装置の特性図で

Dp(50) ≈ 7 μm と目視で読めるものがある (兼保ら, 

2012)。しかし、筆者の知る限り SPM 自動測定器に

重力沈降型分級装置を用いている(いた)ものはない。 

一方、平成 25 年度環境省委託事業の一環として藤

村 (2014) が行った研究では、3 社の SPM 用サイク

ロンの Dp(50) は 5 μm 前後でいずれも 7 μm より小

さい (表 1)。どうやら「PM7相当」は研究者間に伝

わる都市伝説のようなものと言えそうである。 

 

表 1 各社サイクロンの分粒試験結果のまとめ 

  

藤村 満, SPM 計用 10μm カット・サイクロン及び集合採気分

配管の分級特性試験, 第 55 回大気環境学会年会講演要旨集, 

480 (2014) より転載 

 

2.3 SPM はガラパゴス的指標だが 

SPM の環境基準が制定されたのは今から 45 年前

の 1973 年であり、これは米国で PM10の NAAQS 制

定に 14年先行するものである。それだけ 1960～1970

年代の国内の公害問題は深刻なものであったともい

えるが、呼吸器官への透過粒径を考慮した環境基準

をこのような早い時点で制定したのは画期的なこと

であった。しかし、制定が早かったことの裏返しと

して分級器の特性への考慮が不十分で、結果として、

測定器メーカーにより SPM の分級器の特性が微妙

に異なるものとなってしまった。 

これは、環境基準の制定当時の研究状況では仕方

のないことであるが、現在においては、国として

SPM 分級器に対する Dp(50) の基準を定めることが

必要なのではないだろうか。あるいは、他国では一

切使われていないガラパゴス的な指標となっている

SPM をいっそ捨ててしまい、PM10 に移行してはど

うか、という考え方もあるかもしれない。しかし、

米国の PM10 よりはるかに長い期間行われてきた

SPM 測定は、長い時間軸で行われる疫学や環境研究

にとって欠くべからざる貴重なデータ資源であり、

その連続性を捨てることは得策ではない。ガラパゴ

スには、他では得ることができない貴重な知見が数

多く埋もれているものである。 

実際のところ、SPM 分級器の Dp(50) が 5 μm 付

近で±1 μm 程度ずれていたところで、ほとんどの状

況では測定値に意味のあるほどの差は現れない。た

だし、粗大粒子が支配的となる黄砂のときにはこの

差が問題となる。黄砂の質量粒径分布のモードが 4 

μm 付近にあるためである。もっとも、「黄砂は大気

汚染物質なのか」というそもそも論がある。とは言

うものの、黄砂に収着した各種の汚染物質による生

体影響への懸念、あるいは微細な SiO2そのものの影

響についても疫学的な解析が報告されており

(Kanatani et al., 2010)、悩ましい課題ではある。 

 

2.4 黄砂と PM2.5 

黄砂や海塩粒子がともに粗大粒子であることから、

わが国での PM2.5 の環境基準導入と測定体制の整備

により、自然起源物質の影響を排除し、人為起源の

汚染物質のみの影響をより明確に示すデータが得ら

れるようになることが期待された。それは、人為起

源の汚染物質と土壌粒子・海塩粒子の質量粒径分布

は Da ≈ 2 μm 付近に谷を持つ二山に別れることが知

られているからである。 

しかし、Dp(50) = 2.5 μm での分離は土壌粒子、特

に黄砂の影響を除去するという意味では思ったほど

有効ではなかった。やや古いデータであるが、図 1

に 2010～2011 年に長崎市において測定された

SPM/PM2.5濃度比と国立環境研究所の偏光 Mie ライ

ダー測定値 (こちらは大村に設置) から解析された

ダスト光消散係数の関係を示す。図の上部に離れて

データ点が打たれている 4 回の顕著な黄砂イベント

では、SPM/PM2.5 濃度比が 3 程度となっている。ま

た、カスケードインパクターによる過去の研究では、

黄砂イベント時の PM7/PM2.5濃度比は 2.2～3.2 とな

っていた (兼保ら, 2012)。顕著な黄砂イベントでは

SPM 計での計測値で 200 μg/m3程度以上の濃度は容

易に出現するため、PM2.5濃度としてはその 1/3 の 70 

μg/m3 前後に相当する。これは、現在国内で測定さ

れる PM2.5濃度の 1 時間値としても高いランクのも



のとなり、汚染物質と自然起源物質を分離するとい

う意図においては有効とは言えない。 

特に、国内において社会的関心が高い問題である

アジア大陸からの大気汚染物質の長距離輸送は、黄

砂の輸送と前後して、あるいは同時に生ずることが

多いため、両者の切り分けを全国に張り巡らされた

常時監視局のデータのみで実現できるかもしれない

との期待は叶えられなかった。これは、黄砂の粒径

分布が Da = 2.5 μm よりさらに小さい粒径まで裾を

引いているためである。この裾の端の部分は黄砂全

体の質量濃度の割合としては小さいものの、質量粒

径分布が Da = 0.3～0.7 μm 付近にある汚染物質系の

粒子との比較では、大きな質量濃度となってしまう。 

   

図 1  Comparison of daily averaged lidar dust extinction 

coefficients and [SPM] / [PM2.5] concentration ratios at 

Nagasaki form Oct. 2009 to May 2011. 兼保ら, 大気環境学

会誌, 47 (6), 285-291 (2012) より転載。 

 

研究の現場からは、人為起源の汚染物質と黄砂・

海塩粒子の質量粒径分布の境は Da = 2.5 μm よりも

やや小さい粒径にあることから、Dp(50) = 2.0 または

1.5 μmあたりで分離した基準および測定器とした方

が大気中の現象をクリアに捉えられ、意味があると

考えられる。PM2.0あるいは PM1.5というわけである。 

 

2.5 PM2.5の ”2.5” はどこから 

それでは、米国はなぜ Dp(50) = 2.5 μm で切った環

境基準を 1997 年に採用したのか。衆目の一致すると

ころは、Dockery et al. (1993) のハーバード 6 都市研

究で死亡率と比較されたのが PM2.5 サンプラーによ

って得られたエアロゾル濃度であったためである。

そこで、Dockery et al. (1993) が 1974 年に開始した

研究のなかで使用したサンプラーが何であったのか

を調べてみると、論文には  ”Size-selective aerosol 

samplers were placed at these sites in the late 1970s; data 

were collected for two classes of particle: fine particles 

(aerodynamic diameter <2.5 micrometers) and inhalable 

particles (aerodynamic diameter, <15 micrometers before 

1984 and <10 micrometers starting in 1984).” と機種名

は記されていない。Dockery et al. (1993) の研究を再

解析した Krewski et al. (2005) には、”The audit team 

classified the dichotomous sampler data into four epochs 

defined by the inlet size cutoff (15 μm or 10 μm), …” と

あり、使われたサンプラーは dichotomous (2 粒径分

別) sampler であり、上端のカットオフ径を 15 μm か

ら途中で 10 μm に変更可能であったことがわかる。 

1975～1978 年の時点では、米国では Beckman 社

と Sierra Instrument 社が dichotomous sampler を開発

していたが、市販されていたのは Sierra Instrument 

社のものであり (U.S. EPA, 1978)、1978 年に同社の

Model 200 を使用したフィールド観測も報告されて

いる (Stevens et al., 1980)。Model 200 シリーズは分

級器として Dp(50) = 2.5 μm のバーチャル・インパク

ターを採用していた。また、その後継機である

Sierra-Andersen 社 Model 241 は本来の 15 μm カッ

ト・インレットを 10 μm カットのものに交換するこ

とができる (Nagda et al., 1986)。 

以上より、ハーバード 6 都市研究で使用されたの

は Sierra Instrument社のModel 200あるいはその前後

のモデルである可能性が高い。当時、Dp(50) = 2 μm

のサイクロンを使用したマニュアル・サンプリング

による研究例もいくつも報告されてはいたが、市販

の機器として入手と運用が比較的容易であったと考

えられる Sierra Instruments 社の機器の仕様が、その

まま後の NAAQS の元となったというのがありそう

なところである。 

わが国でも、環境省は 1990 年代に国内各メーカー

とともにDp(50) = 2.0 μmカットを想定したサイクロ

ンやバーチャル・インパクターの検討を行っていた

が (環境省･環境技術協会, 2006)、ガラパゴス規定と

なってしまった SPM の轍を踏まないことも考慮し

てか、微小粒子状物質の環境基準としては米国と同

じ PM2.5を採用した。 

このような経緯から、行政あるいは環境基準とし



ては PM2.5 で行くにしても、研究としてはそれだけ

でよいのだろうか。幸い、埼玉県環境科学国際セン

ターでは PM1.0 の長期サンプリングを行っており、

並行して取得している PM2.5 と質量濃度および組成

の比較を進めている。顕著な黄砂イベント時のデー

タがどのようになるか、期待されるところである。 

 

３．光化学オキシダントと対流圏オゾン 

現在、わが国で PM2.5 が環境基準を超過する状況

は年を追うごとに少なくなってきており、大気汚染

常時監視局 (一般局) での 2015年度の環境基準達成

率は 74.5%であった。一方、同年度の光化学オキシ

ダントの環境基準 (1 時間値が 60 ppb 以下であるこ

と) の達成率は一般局で 0％である。このように、

社会における関心と、実際の環境基準の達成状況は

あまり関連していない。光化学オキシダントはその

大部分がオゾンであることから、以下ではオゾンの

みとして話を進めるが、この環境基準は行政上の政

策目標として達成を目指すのは非常に困難、あるい

は事実上不可能なものとなっている。 

光化学オキシダントの環境基準は、都市大気汚染

である ”光化学スモッグ” を想定していたのは明ら

かである。一方、国内の都市域から離れた遠隔地の

地上で測定されたオゾン濃度は、2010 年代半ばの時

点では沖縄県与那国島や岩手県綾里で春季の極大値

は 50 ppb 付近となっている (気象庁, 2017)。これら

の地点で測定されているのは、その場で排出された

NOx および炭化水素類の光化学反応によって生成さ

れたものというより、より広域的な対流圏オゾンで

ある。 

対流圏オゾンには、人為起源の NOx および炭化水

素類により生成されたもののみならず、自然起源の

NOx (雷や森林火災など) と炭化水素類 (森林起源) 

からの光化学生成や、成層圏からの流入などによる

ものも含まれる。日本付近での対流圏オゾンは、1973

年に光化学オキシダントの環境基準が制定された時

点と較べて年々上昇しており、春季の場合には 50 

ppb に対して環境基準の許容するマージンは 10 ppb

しか残っていない。したがって、中国などアジア大

陸起源の光化学オゾンの長距離輸送や春季の成層圏

オゾンの流入がわずかに増えただけでも、国内での

原因物質とは関係なく 1時間値が 60 ppbを簡単に超

過する。しかも、１回の超過で基準は不達成となる。 

これでは、国内での原因物質削減努力の意欲が減

退し、環境改善の指標としての意味も薄まってしま

う。そこで、環境省は中央環境審議会微小粒子状物

質等専門委員会が提言した新たな指標 (日最高 8 時

間平均値の年間 99 パーセンタイル値の 3 年平均

値) の公開なども行っているが (環境省, 2017)、環境

基準値そのものを変えることは、NOx のときに世論

の強い反発を受けた経緯からも容易ではないだろう。 
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